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第２７回岡山地方裁判所委員会議事概要 

 

１ 開催期日 

  平成２５年７月２日（火）午前９時５０分 

２ 開催場所 

  裁判所大会議室，法廷等 

３ 出席者 

  別紙第１のとおり 

４ 議事等 

（１） 民事裁判傍聴 

    法廷において民事裁判を傍聴した。 

(２) 議事の司会進行について 

    別紙第２のとおり 

(３) 今回のテーマ（民事裁判傍聴について）に関する意見交換 

    別紙第３のとおり 

   【要旨】 

当日傍聴した民事裁判に関して感想，質問，意見等が述べられ，裁判傍聴

全般について意見交換がされた。 

① 傍聴した手続について・・・・・・・・・・・・・・・・・６ページ 

② 傍聴についての感想・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ページ 

③ 傍聴した手続の今後について等・・・・・・・・・・・・１０ページ 

④ 弁論準備手続について・・・・・・・・・・・・・・・・１３ページ 

⑤ 手続の公開・非公開について・・・・・・・・・・・・・１５ページ 

⑥ 当事者からの事実等の聴取時間について・・・・・・・・２３ページ 

⑦ 家事事件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ページ 

⑧ 大規模訴訟・選定当事者制度について・・・・・・・・・２８ページ 
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 (４) 次回のテーマに関する意見交換 

    別紙第４のとおり 

 (５) 次回期日 

    平成２５年１１月２６日（火）午前１０時 
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（別紙第１） 

 出席者 

  委員 一 坪 雅 代 

  同  伊 東 俊 明 

  同  小 川 隆 正 

  同  下 野 恭 裕 

  同  鈴 木 克 道 

  同  野々上 友 之 

  同  樋 口 正 行 

  同  平 松 敏 男 

  同  増 井 哲 哉 

  同  水 野 洋 子 

  同  宮 本 英 子 

      （五十音順） 
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（別紙第２） 

《議事の司会進行について》 

委員長 

  本日のテーマである民事裁判手続についての意見交換を始めたいと思います。

本来でしたら私が司会を務めさせていただくのですが，今日のテーマは私が大学

で教えている内容そのものですので，委員長という立場よりも，一委員としてい

ろいろ発言をさせていただけたらと思いますので，司会進行をＡ委員にお願いし

たいと思いますが，よろしいでしょうか。 

Ｂ委員 

 普通は委員長が司会進行をやられるんですけれども，事案によってはこういう

ことをたびたびやるということを考えられているんですか。 

委員長 

  今回のテーマだけということで考えております。意見交換の中でこの説明をし

てくださいということを求められたときに，司会の立場よりも一委員としてのほ

うが発言がしやすいのではないのかと思いまして。テーマによって司会を変える

という趣旨ではございません。本日は民事裁判ということで私にとってストレー

トなテーマなので，今回だけ例外という形で代わっていただけたらと思います。 

Ｂ委員 

  委員長が司会進行をやるということで，原則的には私はそれを変えないほうが

いいと思ってるんですけども，あくまでも例外ということで，今回１回限りにし

ていただいたほうがいいんではないかと思っていますという意見です。 

委員長 

  御意見ありがとうございます。ほかの委員の方は，何か御意見等はございます

でしょうか。それでは，ほかに御意見も無いようなので，例外ということでＡ委

員にお願いいたします。 

Ａ委員 
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  それでは，私が司会進行をさせていただきます。 

以 上 
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（別紙第３） 

《今回のテーマ（民事裁判傍聴）について》 

◆傍聴した手続について 

Ａ委員 

裁判所の実務的な立場ではＣ委員がいらっしゃいますので，議論していく中で，

裁判所でどんなことを実際に行っているのかという面で御質問があれば，Ｃ委員

にお答えいただき，原理原則のところの考え方はどうなっているかというのは，

委員長にお答えいただこうと考えております。 

今日傍聴をしていただいた４件の裁判は，たまたまですが，いずれの事件も今

日が初めての期日でした。まず紛争が発生して，訴えの提起があって，訴状審査，

これは裁判所のほうで審査をして，第１回口頭弁論期日の指定，呼出しをするこ

とになります。今日皆さんに見ていただいたのは，この第１回口頭弁論というこ

とです。それで，第１回口頭弁論というのは，大きな役割としてどういう役割を

担ってるのかということについて，まずＣ委員に説明をしていただきたいと思い

ます。 

Ｃ委員 

  今日ごらんになったのは第１回口頭弁論ということで，一番最初の口頭弁論で

す。ごく簡単に申し上げますが，今日ごらんになったように，被告のほうが来な

いということもあります。来ない場合には，裁判所に答弁書という書類を出して

いる場合と，何も出さないで来ないという場合もあります。先ほどもごらんにな

ったように，何も出さない分については，大きくいうと争わないということで，

そのまま判決という方向に行くわけですが，争う場合については，更に今後争点

を詰めていって，どの部分に争いがあって，その点について証拠調べをというふ

うにして，いろいろ詰めていきます。争点を詰めていく段階を争点整理と言って

いて，それをしていくというわけですが，第１回口頭弁論期日には，どういう争

い方になるのか，争わないのかというようなことが分かる期日なので，後の進行
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をどういうふうにしていくかということを裁判官などが考えて，今日傍聴した分

では，判決になるものと，弁論準備手続で争点整理をするものなどの振り分けを

行うということで，今後の進行を考えていくのに非常に重要な期日と考えており

ます。 

Ａ委員 

 今の説明でよくお分かりになるかどうかは分かりませんが，皆さんのほうで一

体あれは何をやっているのかという質問や疑問がおありなんだろうと思います。

その辺を，委員長やＢ委員も含めて，法律の事務，理論のプロのほうで答えられ

る範囲で答えていただけますか。 

Ｂ委員 

 私は専門的にやってるから分かるんですが，皆さん方が見られて，今日の手続

が何をやってるか分かったのかどうか，御意見を伺いたいなと思います。 

Ａ委員 

 裁判所の側は今Ｃ委員が説明されたようなことをやるために期日を開いてるん

ですが，傍聴席でごらんになって，結局何がどうなってるんだというようなこと

は分かりましたか。 

◆傍聴についての感想 

Ｄ委員 

  素朴な疑問ですが，金銭的にはどのくらいなもので争ってるのかなと思いまし

た。弁護士さんが入ってるということは，かなりの金額なのかなということを感

じました。内容については，ああ，分からないなと思ったのが率直な感想です。 

Ｅ委員 

  債務不存在確認請求事件や求償金請求という事件名は事前にお聞きし，開廷表

にも書いてありましたが，それだけではイメージぐらいしか分かりません。誰と

誰がどんな内容を争っているのか，全然分からないものだなと思いました。傍聴

という制度があるのであれば，もう少し聞いてるほうが分かるというのも必要で
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はないのかなというふうに思いました。 

  また，例えば転勤とか出張が多くて，不在にしている間に公示により送達され

てしまうということになると，本来自分の問題としてどこかで存在しているはず

なのに，自分のほうから説明する機会もないままに終わってしまうのかなと思い

ました。 

  さらに，今日の事件でもあったのですが，弁護士さんも裁判所も，出された訴

状が分かりにくいまま進んでいくこともあるのかなと思いました。 

Ｆ委員 

  今Ｅ委員もおっしゃられましたが，せっかく傍聴という制度があるのですから，

初めて傍聴する方が，原告が何を訴えて，被告が何を訴えられているのか，法廷

の前に開廷表がありましたが，例えばああいうところに少しやわらかい表現で書

いてあると，もう少し分かりやすいのかなと思いました。例えば，自分が将来原

告になるのか被告になるのか分からないけれども，ちょっと勉強してみようかと

いう人がもし傍聴した場合に，さっぱり分からないということだと，傍聴制度自

体がもったいないなと感じました。 

Ｇ委員 

 前回は刑事裁判を傍聴して，今回は民事事件の傍聴ということでしたが，今日

のほうが，私が事前に考えていた裁判所の印象そのものでした。 

 どういうことかというと，私たちには関係のないやり取り，分からない用語で

分からないことのやり取りを，しかも１分や２分くらいのすごいスピードで，要

するに確認の連続ですよね。これはやる必要もあるのか，電話とかで済むような

話なのではないかという気さえちょっとしました。 

  法曹界の法曹用語を理解する皆さんたちの会話が自分たちの頭上を飛び交って

いるんで，空中戦っていうよりも，本当に手が届かないところで何かが行われて

いるっていうのを見たなという印象でした。 

  あと驚いたのは，原告代理人が，この人の名前の読み方は「ヒガシ」ですか，
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「アズマ」ですかって言う裁判官の質問に対して，「アズマだと思います。」と

か，内容について，「何か私もこれはよく分からないんですよね。」と発言した

り，また，証拠の原本はありますかと聞かれて，「持ってくるのを忘れまし

た。」と答えるなど，意外とざっくりしてるんだなと思いました。 

Ｈ委員 

  私もＧ委員と同じような印象を持ちました。思ったまま言いますと，前回の刑

事の傍聴のときは，変な言い方ですけど，つかの間のドラマというかドラマチッ

クなものを見た，やっぱりライブは違うなと思いました。それと，被告人や証言

をされた方とか，弁護士さんのこととか，いろんなことを考えることができて，

自分の中でいい意味で興奮があって，そのことは，職場でも話をしました。 

  その後，うちの社員が傍聴に行きましたので，どうだったって聞いたら，案件

がいまひとつだったのかもしれませんが，私が言うほど面白くなかったと言って

いました。ただ，ちょっと分かりにくかったけど，気楽に傍聴ができるんだとい

うことを知ったというような意見もありました。 

  今日は民事ということで，以前からＢ委員がわけが分からないというか，全然

刑事と違うよということをこの委員会でも何度かおっしゃってたので，相当覚悟

してまいりました。本当に変な言い方ですけど，魚市場に行って競りが行われる

ように，要はプロの人がプロの仕事をしているなというような感じを持ちまして，

一般の人は，ある意味では，こんなことをやっているということが分かればいい

のかなと思いました。 

  つまり，いろんな専門用語があったり，それから短時間でどんどん裁いていく

っていうのを見ると，仕事をきちんとこなしていくときの瞬間というか，その一

部をかいま見たのかなというふうに思いました。恐らく訴状の審査とか中身の確

認とかいうときには，それなりの準備はされていて，それで物事が短時間で済ん

でいっているというふうな印象を持ちました。 

Ｉ委員 
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  私もＤ委員と一緒で，どのくらいの金額から裁判ができるのかが興味があるの

と，テレビで見るのとは違って，ちょっとびっくりしました。あと，判決が出た

ら，もうそれは覆されないんでしょうかね。納得がいかないときは，判決が出た

後でもう一回裁判するいうことはできるんですか。 

◆傍聴した手続の今後について等 

Ａ委員 

  まず，一番最初にＤ委員がおっしゃった金額の件ですが，全件について確認し

ていないのですが，１件だけ特徴があったので分かったのは，先ほどＥ委員がお

っしゃった債務不存在確認請求事件については，被告ら２人が１４０万円を請求

してるようです。それで，原告が，１４０万円の債務が存在しないという請求を

しているようです。 

  それから，被告が出頭しない事件で１週間後に判決をすると裁判所は言ってい

ましたね。それについてはどうなるのか，Ｃ委員，説明をお願いします。 

Ｃ委員 

  相手方の請求について何も答弁をしない，争いもしない，認めてもいない，と

にかく何らの反論もない場合は，相手方の言っていること，請求原因事実という

のですが，それを争わないものとみなすことができるんですね。みなすというこ

とにすると，原告の言うとおりであるということになって，結局原告側の請求を

そのまま認めるという判決になるはずです。また，答弁書が出ていても，請求原

因事実は争わない，あるいは認めると書いてあると，これも原告が言っているこ

とは認めるということになって，やっぱり請求認容の判決になります。 

Ａ委員 

  お分かりですか。あとは，後で争えなくなるかどうかですよね。後で争いたい

人は多分控訴する，高等裁判所に申し立てることになるんだと思います。 

  今，Ｃ委員もおっしゃいましたが，全然応答しないし，出てこない人について

は，争わないものと認めることになります。その場合には自白，要するに争わな
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いことにはしますけど，実際に争わないとは言ってないんですね。それで，控訴

をしますと，争う意思があるんだなということになりますから，また一からやる

ということになります。相手方の言っていることを認めますよという言い分を書

いた書面を出していると，一旦相手方の言っていることを認めたという法律効果

は残っていますので，高等裁判所に控訴の申立てをして争う場合には，認めよう

と思ったけど，あれは私の勘違いでしたとか，あるいは，認めたんですけど，そ

れは真実と違いますということを言わないといけないということになります。 

  だから，争う方法はあるんです。承服できないなと思えば，控訴という手続を

とるんですよね。控訴するのにお金が要りますけど。そして，控訴した後に違い

が出るとしたら，黙っていた場合はもう一回やってくれと，一からやり直してく

れということになるし，認めますと言った場合には，１回認めたのだから，何か

思い違いがあったのなら思い違いがあったということをちゃんと言ってください

というところから高等裁判所の審理が始まるわけです。 

委員長 

  先ほどのＥ委員からの御感想の中で，公示送達で裁判を進められたらどうなる

んですかとかということですが，公示送達の場合には，法律上，自白したものと

みなしますとしてそのまま判決するということは，基本的にはできないんです。

公示送達で始まった場合ですと，原告のほうが私の言ってることは正しいんだよ

という証拠を出して，その証拠に基づいた判決になるということに法律上はなっ

ています。ですから，自分の知らない間に訴えられた，それで，自白したとみな

されて欠席判決が出された，けしからんということには，なっていないんです。

原告側が言ってることはもっともですという証拠があるということが前提となっ

ているということです。公示送達というのは，とてもひどいなって思われると思

うのですが，それに対する手だては法律では考えられているということです。そ

れから，判決が出てしまったらどうかということですが，その判決が確定してし

まって，控訴もできない状態になったら，基本的にもう覆すことはできません。 
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  ちなみに，これは法的に見ると極めて例外的な事例で，実際にあった事件なん

ですが，家に訴状が送られてきて，それを受け取ったのがそこの４歳のお子さん

だったそうなんです。見た目はしっかりしていたお子さんだったんでしょうね。

ところが，その子がその受け取った訴状を，自分のおもちゃ箱に入れてしまいま

して，結局，知らない間に訴えられて，お金を払えという判決が出てしまってい

たと。それで，２週間経ってしまっていて，控訴もできない状態になってるとい

うことがありました。その場合，もう何もできないのかというと，民事訴訟にも，

刑事ほど大々的に報道はされていませんが，再審という手続が認められておりま

して，かなり限定的ではあるんですが，今言ったように送達が一応なされている

けれども，子どもが受け取ったという送達は無効でしょうということになって，

訴訟が初めからなかったことになると，判決が言い渡されたとしても，それはな

かったことにして，一から争うということは，これも手続上は認められていると

いうことになっております。 

Ａ委員 

  それと先ほどＧ委員がおっしゃっていた，名前の読み方がよく分からないとか，

甲１号証から３号証の原本を持ってくるのを忘れましたと言っていたという話が

ありますね。これはこういう現象がどうして起こるのかとか，たくさんあるのか

とか，その点はＢ委員，いかがでしょうか。 

Ｂ委員 

  あれは一般的によくあることですね，実は。裁判所に書類を証拠として提出す

る場合，原本，本物を裁判所に持って行って見てもらって，それで証拠を提出し

たことになるんですが，その日にたくさん事件がある場合もありまして，実際に

忘れてしまうこともあります。 

  甲１号証とか２号証とかいうのは，非常に分かりにくい法律用語だと思うんで

すよね。原告のほうが提出するのを，甲号証と呼んで甲という記号をつけるんで

すよね。一方，相手方の被告のほうは，乙号証と呼んで乙という記号をつけます。
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その他の当事者がいると，丙とかいろんな記号をつけたりするんです。そういう

記号と番号をつけていないと，実際にどういう証拠が出たのかというのが分かり

にくいでしょう。甲１号証だと契約書とかね。甲２号証だと，その次の証拠。そ

ういうので特定しています。裁判所の記録には全部，どういう証拠が出ましたと

いうのが書いてあります。ただ，傍聴人の方には分かりませんよね。 

Ａ委員 

  先ほどＥ委員もおっしゃいましたが，裁判所もよく分からない，弁護士もよく

分からないということで手続が進行していく，そういうことはどうなんでしょう

かという意味だったと思うんですけれど，この後すぐに判決で終わらない，続い

ていく事件がありますよね。そういう事件はこれからどういう手続でどういうこ

とが進んでいくのかということについて，委員長から説明していただければと思

います。 

◆弁論準備手続について 

委員長 

  これは，私は書籍から得た知識だけで，裁判官や弁護士の委員の方から訂正や

修正をしていただければいいんですが，まず，今日傍聴した事件のうち，弁論準

備手続期日をしますという事件があったと思います。その期日が開かれますと，

その期日の中で原告と被告となっている者の間でそれぞれの主張を，私はこう思

う，いや，私はこう思うという形で争いのあるところとないところを決めるんで

すね。それで，争いがあったら，どっちの言っていることが正しいかということ

が問題となるわけですから，その次に，こんな証拠があります，こんな証人がい

ますという形で，争いがある点については証拠調べをしましょうということにな

ります。これこれこういう証拠調べについてはこの証人さんを証人尋問する，こ

の文書を提出しますとかということが決まるんですね。それを行う手続が弁論準

備手続期日ということで，その中では当事者のやり取りが盛んになされると言わ

れております。 
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 ただ，今日は口頭弁論期日ですよね。口頭弁論期日というのは，憲法が要求し

ていることなのですが，公開なんですね，ですから傍聴可能なんです。それに対

して，弁論準備手続期日というは，実際に当事者のやり取りがなされるその期日

というのは，当事者にだけ公開されるということで，一般公開はなされていない

手続なんですね。 

 ですから，当事者間で実際のやり取りがどうなっているかということを，この

弁論準備手続期日を見たら，傍聴人も分かりやすい場合があるかと思いますが，

ただ傍聴はできないということになっております。その後事件が更に進んで，争

いがある点について証人尋問とかの証拠調べをしましょうとなったら，その証拠

調べはまた口頭弁論期日で行うことになりますので，証人尋問のときには傍聴が

可能です。その中でこの証人はこういう証言をしているんだということは，一般

の人も聞くことができるという形で事件が進んでいきますので，民事の事件です

と，一番，最終的に盛り上がると言われている証人尋問のところは傍聴できるん

ですが，実際の当事者が生のやり取りをしているところは傍聴できないと，こう

いうことになっております。 

Ａ委員 

  今日の後の流れとしては，今，委員長から説明があったような形で事件は進め

られていくということになります。初めから全てがお互いに分かっているという

ことではなくて，むしろああいうふうに，程度の問題はあると思いますが，双方，

裁判所も含めて，ここはどういう意味なんですか，どういうことを本当におっし

ゃりたいんですかということのディスカッションをしていく場がある，そこでだ

んだんお互いの言っていることが煮詰まってくるということが予定されています。 

  それで，今民事事件における公開が問題になったので，今日の傍聴の大きなテ

ーマはそこなので，まず先ほど委員の皆さんから感想として述べられましたが，

刑事事件については，１時間傍聴していれば非常によく分かるんだけれど，民事

事件は，今日聞いていても何も分からない。この違いがどこから出てくるのか，
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それでいいのかどうなのかというようなことについて少し議論したいと思います。

先ほど委員長が説明されたことの中で，民事事件も公開をしなきゃいけないとい

うふうに決まっている手続と，公開をしないでやることになっている手続とがあ

るという部分の説明がありましたが，これは刑事事件についてはどうなってるの

かということで，Ｊ委員からお願いします， 

◆手続の公開・非公開について 

Ｊ委員 

  刑事事件では，平成２１年から始まっている裁判員裁判がありますよね。裁判

員裁判をやる前に，やはり先ほどの民事事件と同じように，何がこの事件の争点

かというのを明確にする公判前整理手続という，先ほどの弁論準備手続と同じよ

うな，当事者，検察官と被告人，弁護人との間で何が争点かというのを明確にす

るためのディスカッションをやっていく手続が必ず行われることになっています。

その手続は，それは裁判自体ではありませんので，公開されずに非公開の場で議

論していくと，書面を出し合ったりして議論していくということになります。因

みに，被告人もそれに立ち会うことができるという法律の規定になってます。そ

こら辺がちょっと公開の法廷ではないということになっていますが，その後その

争点がどこになったのかが明確になった後に，実際に裁判をやる場合は，公開の

法廷でということになっていきます。 

Ａ委員 

  通常の裁判員裁判ではない事件で，例えば，単独体で行われてる普通の事件で

も，期日間整理手続というのがありますけど，あれは公開しないといけないもの

なんですか，それとも非公開ですか。 

Ｊ委員 

  特に複雑で事前にいろいろ何が争いがあるのかというのを確認しておく必要が

ある場合には，それも同じように非公開の公判前整理手続，あるいは期日間整理

手続に付される場合がありまして，それは今申し上げたように非公開ということ
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になっております。それも裁判をやるときには，原則公開されるべきということ

になっています。 

Ａ委員 

  これは委員長にお伺いしたいんですが，恐らく皆さん疑問に思っていると思い

ます。いわゆる弁論手続，あるいは証拠調べ手続は公開しないといけないけれど

も，そのためにお互いの言い分をディスカッションして争点を詰めていく手続は，

なぜ非公開になってるのでしょうか。 

委員長 

  非常に難しい質問なんですが，Ｇ委員のほうから公開するのは意味がないんじ

ゃないかという御感想が出たとおりだと思うんです。まず，大前提としまして，

民事訴訟が原則として公開だということ自体が，実は世界的に見るとどちらかと

いうと例外なんですね。公開が前提ということは，傍聴してる人間に何を言って

るか分からないと意味がないわけですから，口頭主義，口で述べるという考え方

とセットで初めて公開する意味があるんですね。 

  ですから，刑事事件などは早口ですけども起訴状の内容等は読み上げるんです

ね。読み上げることによって傍聴人はこのような事件があったんだと，早口です

けれども，何となくつかむことができるんですよね。本来は公開であれば，民事

訴訟もそうであるべきですね。ですから，訴状に誰それが誰それさんに幾ら幾ら

払えと，それはこういう理由ですという内容が訴状に書かれているわけですから，

原則に合わせれば，訴状を読み上げるのが筋なんですね。 

  では，民事訴訟は，公開主義を取っているのに，口頭主義は取っていないんじ

ゃないのかと思われると思います。今日傍聴されてお分かりのとおり，陳述した

ものとみなしますねとかという形で裁判官の方が何度かおっしゃっていたと思い

ます。要は，訴状のとおり陳述します。答弁書のとおりの陳述があったものとみ

なすということで，口頭でなされたと。しゃべっている状態と同じ状態にします

よというのが，建前では口頭主義を取りつつ，書面だけで進めていく手続が取ら
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れているということです。 

  そうすると，全部書面にすればいいんじゃないのかということにもなりますが，

口頭弁論にもいろいろあります。第１回口頭弁論期日だけでなく，証拠調べ期日

も口頭弁論期日です。そのときはまさに適正な形で，公正な形で証拠調べが行わ

れているかどうかを，公開の場で，みんなの目の前でやっておかないと，偏見を

持って判決が出るんじゃないかというおそれが理念的にはあるわけですから，公

開の法廷で民事訴訟もやらないといけないというのが筋です。 

  では，刑事訴訟のように全ての事件を口頭で説明すればいいんじゃないのかと

なったら，これは手間なんですね。ですから，陳述しますという形で陳述したも

のとみなすということは，民事訴訟というのは，建前は公開であり口頭主義を取

ってるのですが，実質はどちらかというと非公開でやったほうが妥当な事件もあ

るというのが，民事訴訟の余り表立っては言いませんが建前と本音なんですね。 

  それなら，弁論準備手続期日は，どうして非公開なのかということなんですが，

それは実質的に，当事者間だけのお金の貸し借りが問題となっている事件であれ

ば，あえて公開の場でやるよりも当事者間だけでやり取りをさせたほうが自由闊

達にいろいろな発言ができるので，実質を取って非公開にしてもいいんじゃない

のかという形で，現行法では弁論準備手続は非公開ですという法律になっている

と。でも，この法律ができるにあたっては，やはり憲法上の要請からすると，違

憲ではないのかということがかなり大議論になったんですが，実質を取って，弁

論準備手続期日だけは非公開でやりましょうということになっています。 

  ですから，どちらかと言うと，民事事件の実質は当事者だけに公開していれば

いいだろうというところから採用されているということになるかと思います。 

Ａ委員 

  Ｂ委員は弁護士としてどういう御感想ですか。 

Ｂ委員 

  皆さん方分かりにくかったと思うんですが，民事訴訟というのは書面中心でや
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っていると言われてますね。訴状は書面ですよね。答弁書も書面，その後のやり

取りを順番にやっていくんですけれども，それも準備書面といって書面，それも

書面の厚いものだと何十ページになったりするわけですね。それを公開の法廷で

読むことはできないと思うんです。それはもうそこで言ったことにするというん

で陳述という扱いにしてるんだと思うんですよ。ただ，それだとお互いに裁判官

も含めて自由な意見の交換ができないんですけどね。そこで出たのが弁論準備手

続だろうと思っています。 

  「裁判所ナビ」というパンフレットを見ると，ラウンドテーブルという丸テー

ブルがありますよね。一般的にはこういうラウンドテーブルとか小さなテーブル

を囲んで裁判官と当事者本人あるいは弁護士がここで話合いをするわけですね。

裁判官がここはちょっと意味が分かりませんねということがあれば，当事者本人

とか弁護士が説明するわけですね。それは，お互い相手方との間でも意見の交換

は自由にできるわけです。そのときは非公開で，内容も書面としては余り残さな

いので，自由に闊達に意見を述べることができ，そこで裁判官は事件を理解して

いくという形になっております。 

  そういう流れになってますので，先ほど刑事では公判前整理手続期日で争点を

明確にするということでしたが，民事でも弁論準備手続を経て争点を明確にして，

その後に証拠調べといって皆さんも御存じの法廷での尋問ですね，そういうこと

になっていくわけですよね。そういう形になっているので，そこを理解しないと

なかなか難しいかなと思います。ただ，民事事件は刑事と比べて非常に分かりに

くいので，果たしてどうなのかなというのがありますので，今回やっていただい

てよかったのかなと思います。 

Ａ委員 

  Ｈ委員，今プロの立場からの説明をお聞きになっていかがですか。 

Ｈ委員 

  何となく分かってきたような気がします。ちなみに，刑事事件といわゆる民事
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の裁判件数って，どれぐらいなのでしょうか。数の差から来る違いというのはや

っぱりあるのかなと思うんです。さっき魚市場の競りという失礼な言い方をして

しまいましたけど，やっぱり数があると実際そのようにしかできないのじゃない

かなというのが，根本的に思いました。だから，プロの人が料理というか，味付

けもばあっとやっていくという。だから，イメージでいくと何か民事事件もピン

からキリまであるんでしょうけど，何か何倍も件数があるのかなっていう印象は

持っています。 

事務担当者 

 平成２３年の統計では，地方裁判所の民事の通常の訴訟事件が約２０万件，簡

易裁判所の民事の通常の訴訟事件が約５２万件，合計で約７２万件，一方の刑事

事件は，地方裁判所が約８万件，簡易裁判所が約１万件，合計約９万件ですので，

民事が刑事の約８倍程度の件数があります。 

Ａ委員 

  このようにだいぶ違いますので，１件にかける労力に差があるかもしれないで

すね。Ｈ委員のおっしゃるイメージどおりだと思います。また，長さも違うんで

すね。皆さんにこの前見ていただいた，刑事事件ですが，あれは１回で終わりま

したよね。民事事件で１回で終わる事件はどのくらいかといいますと，今日みた

いに相手が出てこなかったり，あるいは相手方が言い分を認めますよと言ってく

れれば１回で終わることもありますが，多分そのパーセントは３０パーセントは

超えないと思います。 

  刑事事件は逆に否認する。つまり，検察官の主張は間違ってる，私はやってな

いっていうふうに言うのが，どのぐらいですか。２０パーセントぐらいあります

か。もうちょっと多いかも知れません。つまり，そういったものは期日が続行す

ることになるんですね。だから，そこのところが大分違うんだと思うんです。 

  それで，先ほど委員長のほうから日本は珍しく民事事件も公開でやるというふ

 うになってるという話が出て，たしかこれは今の民事訴訟法をつくるときに，も
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 う少し非公開の分野を増やしたらどうかという意見もあって，あるいは逆に委員

 長がおっしゃったように，それでいいのかという議論もあって，そのときかなり

 公開・非公開の議論をしたと思うんですが，何せ憲法に民事，刑事を問わず公開

 しないといけないという規定があるものですから，そういう規定があるのはどう

 もベルギー憲法と日本国憲法だけだという話を聞いたような覚えがあります。つ

 まり，憲法上の要請があるということで，新しい民事訴訟法をつくるときに，も

 う少し非公開を増やそうという側が動きがとれなかったということのようでした。 

  それに対して，いやいや，そうは言っても，やっぱり国民の監視のもとに裁判

をするのが原則なわけで，もう少し公開部分を増やせという意見ももちろんあり

まして，これはかなり最後までもめたと思います。後から委員長に補足してもら

いますが，弁論準備手続で争点を詰めてディスカッションをして，ここが違うん

だよということがはっきりした段階で，もう一度証人尋問をするために法廷に戻

ります。その時に，双方の当事者が，この事件の争点はこういうことです，この

事件については，このところは争いがないんで，裁判所が判断しないといけない

のは，こういうことですというのを口頭で述べるという手続をとります。つまり，

やっぱり争点整理も一番重要なところは，国民の前で明らかにしないといけない

という手続を残すことによって，何とか公開制というのを満たそうとしました。

現実にそれが行われているかどうかは，裁判官が「この事件の争点は，争点整理

手続の結果のとおりですね」という程度にすることが多いですから，公開の要請

を満たしているかは疑問があるかもしれません。 

  ただ，これはＢ委員も御経験があると思いますが，大規模な集団訴訟がありま

すよね。例えば，原爆の被爆者の１００人，２００人，今は原発の事件がとても

多いですよね，ですからそれはちょっと例外なんですが，１００人とか２００人，

つまり非常に国民的関心も強くて，原告の方も多いというような事件になります

と，公開の要請は普通の事件よりははるかに高くなります。そのときには，なか

なか普通の事件のようにはいかないので，裁判所も弁護士さんも苦労されており
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ますが，いろんなやり方をやっています。 

  弁論準備手続は，先ほど大体非公開になってしまう，もちろん御本人は入れま

すが，国民のほうは入れませんので，それをやり続けているとどういうことを議

論しているか分からなくなる。必ず原告団が後から報道機関のインタビューを受

けるというようなことになるので，時々やられているのは，これも原告のほうが

納得してくれたらなんですが，法律には進行協議期日という期日の種類がありま

して，その期日を指定して，お互いにけんけんがくがく議論をして，終わったら

すぐに既に指定していた弁論期日に移ると。例えば，７月２日の１０時半から弁

論期日がありますというふうに指定をしておいた上で，１０時から進行協議期日

をやって，１０時半には原告の弁護士さん，被告の弁護士さん，それから我々も

全員法廷に行って，今日の進行協議期日で行われた議論の内容はこうですという

ふうに，原告が言っても被告が言っても裁判所が言ってもいいんですが，そうい

うことで何を今日話し合ったのかということを逐一報告しながらやっている手続

もあります。ただ，このような方法をとっている事件が年間どれぐらいあるか正

確にはよく分かりませんが，１件あるかないかというようなことのようです。 

  民事訴訟法の学者さんの中では，公開とか非公開とか，あるいは，刑事裁判の

ほうでしきりに言われていて，だんだん実現化，現実化してるような気もするの

ですが，国民に分かる裁判という議論はないんでしょうか。 

委員長 

  民事訴訟はどちらかと言うと，やはり民事訴訟の公開をむしろ制限する議論の

ほうが強くて，例えば，知的財産をめぐる事件で，自分のこの特許権を侵害して

る人がいますなんていう事件を起こすときに，当然公開の場で行われたら私の特

許の技術はこうですということを公開の場で示さなければいけない，それはまず

いということですね。じゃあ，当事者だけだったらいいのかっていうと，当事者

に示すこともまずいんですね。原告が被告に対して，私はこれこれこういう知的

財産，特許を持っていて，それをあなたが侵害しましたと。だから，何とかして
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くれとか，差止めとかを求めてる。当事者間でも公開してはまずいという場合も

あるんですね。 

  最近はそのような知的財産を巡って，当事者公開すら何とか制限できないのか

ということで，弁護士さんに対して秘密保持命令と，知ったことはしゃべっては

いけませんという形で，できるだけ情報は出さない方向の議論が立法論的には強

いんですが，また反対のところでやはり裁判の公開というのが少しないがしろに

され過ぎかな，非公開つまり裁判の公開をしなくてもいいという方向が強過ぎる

との意見があり，自分がお金を貸したものを返してくれないということをみんな

も見られる場で裁判してほしいという要請も一方であるはずだという，そちらの

要請も強いんですね。 

  それについては，一応先ほどＡ委員から説明をいただいたように，現在の民事

訴訟法ができたときに弁論準備手続期日は非公開ですということになっているの

ですが，公開を非常に重要視する立場があり，それをないがしろにするわけには

いかないということで，口頭弁論期日で弁論準備手続の結果を陳述して示される

ことによって，フィクションですけれども，公開性を守っているというところが

あります。 

  また，現行の法律の建前としては，この事件を非公開の弁論準備手続に付して

いいですかということを，裁判所は当事者に確認をするんですね。それで，嫌だ

と，是非公開の場でやってくれとなったら，理論的には，その事件を非公開の弁

論準備手続に付すことはできないですね。その場合，どういう手続になるかとい

うと，争点を決定するという手続も口頭弁論でやってくださいという形で，専門

用語で言うと，準備的口頭弁論という形で公開の場で争点整理をやってくれとい

うことができるということになっています。 

  さらに，弁論準備手続になった場合に，当事者公開だから一般傍聴ができない

かというと，それに対しても現行法は法律的に配慮しておりまして，実際に認め

るかどうかは分かりませんが，傍聴の申出という手続を法律上は認めています。 
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  どうしても傍聴していないと，自分の例えば親族が事件になっていて，その当

事者で，弁論準備手続期日を開かれて，どうも不安そうだから私もついて行きた

いということで傍聴を申し出る手続が認められております。実際に認めるかどう

かは分かりませんが。事件の種類といいますか，その当事者の意向に従って非公

開と公開をできるだけ柔軟に決められる手続を設けたらいいんじゃないのかとい

う方向での議論が，学者というか研究ではなされています。 

◆当事者からの事実等の聴取時間について 

Ｅ委員 

 本日は出席したのが全て原告側だけで，なおかつ全て弁護士さんですから非常

に事務的なところだけで終わっているんですが，もし被告が出席された場合は，

どのようなことを訴えられるのでしょうか。例えば今日ですと１０時から４件で

すよね。もう次は１０時半からですよね。そうすると，１件にかけられる時間っ

て非常に限られていますから，出席した場合，私はこんなふうに思うんですとい

うのを何分程度聞いていただけるのかなとか，もし教えていただけるものでした

ら，教えていただきたいのですが。 

Ｃ委員 

  被告のほうが本人の場合，本人訴訟とよく言っていますが，その場合には，本

人の方がどういう主張をされるのかがよく分からないことが多いので，時間が許

す限りはどういうことを言われてるのかを聞くことになります。 

  それで，今日の裁判は全員被告は来ていなかったということなので，そういう

ことはなかったんですけれども，どのぐらい聞くかと言うと，５分から１０分ぐ

らい聞く場合もあります。長ければ，時間が可能なのであれば１５分とか２０分

とか，中には３０分ぐらい聞く場合もあるんですが，場合によりけりで，なるべ

く本人訴訟の場合については，本人さんの言い分を，言い分といっても感情的な

話じゃなくて，言っている中から何らかの原告の請求を妨げるような事情を持っ

てるのかどうかというようなことを聞くことにしています。 
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Ａ委員 

  原告のほうが本人だったらどうなりますか。 

Ｃ委員 

  原告に弁護士さんがついている場合はあまり問題がないんですね。また，原告

本人訴訟の場合でも司法書士さんと相談をしていて，司法書士さんがその言い分

を書いてくれて，それで訴状を出してきたと，こういう場合はある程度内容が詰

められていることが多いので，それが整理されているのであれば余り聞くことは

ないのですが，整理されていなくて，全く自分で書いてきましたというような場

合は，基本的に民事訴訟は権利関係があるかないかの話になるので，どうしてそ

ういう権利が出てくるのかということを説明をしていただかないといけないので，

そういうところに関心，そういう面を特に念頭に置いてどうしてこの権利が発生

するということになるのかが分からない場合には尋ねます。だから，時間がかか

る場合もあるし，かからない場合もあるということになると思います。 

Ｂ委員 

 本人でやられるという方もままおられるんですが，実際，弁護士の代理人がつ

く場合と比べると，大変だろうと思います。というのは，法律的な争点だけの話

をするのではなくて，どうしても，背景事情，自分の思いを述べられる。ですか

ら，今日は４件でしたけど，場合によっては３０分のうちに１０件ぐらい入って

いることもあるので，そうすると，時間がとれないんですよね。そうすると，第

１回目は簡単に済ませていただいて，その次は口頭弁論，法廷でやる場合でもそ

の事件のために特別に時間を３０分とか１５分とか取るという配慮を裁判官がす

る場合もあるし，法廷でなくて弁論準備手続で３０分くらい事情を細かく聞くと

いうこともある。そうやって進行されている例が，私の経験だと多いと思います。 

Ａ委員 

  Ｂ委員がおっしゃったとおりのことが，普通は行われています。ただ，なかな

 か１回では終わりません。 
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Ｇ委員 

  先ほど来の説明で大変よく分かりました。公開，非公開のせめぎ合いがあった

のが結構最近だということを聞きまして，民事訴訟法が改正になってこういうこ

とでもめているみたいな報道って，されてましたっけ。私が関心がないから記憶

がないだけかもしれませんが，恐らくまた法律ですから，明治とかの時代の話か

なと思いきや，すごく最近だということを聞いてびっくりしました。非常によく

分かりました。やれることとやれないこともある程度分かりましたし，同時にや

っぱり弁護士という職業がなぜ存在するかというのも非常によく分かりました。

先ほどの話じゃないですけど，専門家同士が効率的に物事を進めていくというこ

とが，やっぱり民事の場合前提になるのかなと思いました。 

Ａ委員 

 多分裁判員裁判は，国民が判断権者になるということがあったので，大々的に

報道され，裁判所のほうも広報をやったのですが，民事訴訟法の改正のときには，

それなりに我々の側では大変な作業だったんですが，国民の側に直接影響すると

ころがそんなにあったわけではないので，それほど報道はされていなかったかも

しれません。 

Ｆ委員 

 公開，非公開の理由や理屈の原則は大変よく分かりました。ちょっと話がずれ

るのですが，刑事裁判ってこんなんだよ，民事訴訟っていうのはこういうものな

んだよというのは，法律に携わらない人たちに，例えば高校の教科書とか中学校

の教科書であるとか，何か授業で導入して，どのくらいの単元が取れるかは分か

りませんが，そういう勉強の時間を，強制的に教育の現場に持ち込むのもありで

はないかなということを感じました。 

◆家事事件について 

Ａ委員 

  ここまで，刑事事件と民事事件という形で対比させているのですが，家庭裁判
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所におけるいろんな事件の処理だとかというのは，どういう原則に基づいて行わ

れているかということについて，委員長に少し説明していただけますか。 

委員長 

  民事事件というのはかなり多様な様相であるということは一般的にお分かりに

なるかと思います。それでは，離婚の訴えとか，養子縁組の訴えとか，そういっ

た事件はどうなのかというと，法律の名前は余り有名ではないのですが，人事訴

訟法という法律が，民事訴訟法とは異なる法律として用意されております。基本

的なところは民事訴訟法に従いますが，人事，人のこと，身分関係に関する訴訟

事件については，人事訴訟法が適用されます。 

  では，その事件は非公開なのか公開なのかということですが，やはり民事訴訟

であることは変わりないですねということで，原則これも公開なんですね。でも，

人事訴訟，特に離婚などは，離婚原因等をめぐって証人尋問とか当事者尋問は，

どうしても公開してほしくはないという事情があるというのは分かると思います。

 そのときに一定の配慮もなされていないのかというと，憲法自体が公開を原則

としておりますが，公序良俗等に反するような場合ですと，憲法も非公開でいい

よという規定になっているんですね。その規定の趣旨を人事訴訟法にも受け継い

でというか，取り入れておりまして，人事訴訟法については原則これも公開なん

ですが，当事者尋問等々について余りにプライバシーに関わって，当事者が嫌だ

と言っているときには，公開を停止するということができるという形で，一定の

配慮がされております。 

  民事の紛争というのはそれだけに限らなくて，例えば遺産をどう分けますかと

いう紛争があります。誰かが亡くなって，その有している財産をどう分けるかで

協議が整わなかったら，やっぱり裁判所によって，裁判をしてもらわなければい

けないと。それは訴訟ではないんですね。非訟と一般的に言われておりますが，

よく新聞とかでは遺産分割の審判がなされましたとかという表現になっていると

思います。 
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  その遺産分割審判も，家庭裁判所が行う裁判ですが，これは現在すごく新しい

法律がありまして，家事事件手続法という名前の，これも余り国民的には知られ

ていないと思いますが，つい最近，平成２３年にできて，施行が今年になった法

律があるんです。それは裁判ではあるけど訴訟ではないという理屈を使いまして，

憲法が予定している公開の要請が及ばないということで，遺産分割の審判の手続

等については，原則非公開の場で行うという形で法律が規定されております。民

事訴訟というのは事件のやっぱり多様性，事件が多様であるということになって，

それに応じた形でいろいろな法律が用意されておりまして，それに応じた形で非

公開か公開かということが，法律で決まっているということが現状であります。 

Ａ委員 

  家事事件の場合，訴訟ではないから公開しなくてもいいというのも，ちょっと

変な理屈なんですが，家事事件の例えば誰が相続人かとか，相続人の財産かどう

かというのを確定するのは，最終的には民事裁判，そこは公開されるというよう

なところもあるようです。 

Ｄ委員 

  私の知人のことなのですが，民事で裁判になって，原告が負けたんです。被告

の方が勝ったという判決が出たんです。それに基づいて，土地のことだったんで

すが，まだ何も対応がされてないんです。そのときは，弁護士さんはついてるん

ですけれども，弁護士さんから原告のほうへ，これこれをこのようにしなさいと

いうようなことは言えるんですか。 

Ｂ委員 

  判決が出たけれども，その後の対応が何もされてないと。動いてないというこ

とですか。それは，判決が出ましたら，それについて相手に判決どおりにこうし

てくださいと言うか，あるいはそれで応じてくれなければ強制執行するという，

恐らく弁護士さんはそれを考えておられると思います。だから，具体的に今後ど

うするんですかいうのを相談されたら，具体的な方法は言ってくださると思いま
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す。 

Ｅ委員 

  本日の御説明を聞いて，公開すべきかどうかというようなところ，民事につい

ては本当に当事者間の問題であるので非公開はやむを得ないというところはよく

分かったんですが，例えばなんですが，民事事件で，同じような事件，当事者間

と言いながら，債務不存在確認請求事件で，これだけ返してくださいというよう

な要求が出て，返さないというような裁判が起こされる例はたくさんあるかと思

うんです。 

  今，例えば私も消費生活センターで御相談を受けているようなケースの中で，

相談者のいろんな思いは伺うんですが，同じようなケースで，どのような考え方

でどういう判決が出るのかというのは，知りたいという方もたくさんいらっしゃ

います。そういう意味では公開の場でやり取りが聞けると，自分と同じような問

題も法的には自分の言い分が通らないんだなとか，逆に通るんだなというのが分

かりやすいと思うのですが，今のままだと傍聴させていただいても多分よく分か

らないし，肝心な争点のところは非公開であるしとなると，やはり分からないで

すね。民事事件の，一般的なケースについては，判例というのを調べれば出てく

るんでしょうけれど，こういう考え方で通らないんだよっていうのは，どこを見

れば分かるのかなと思いました。 

Ａ委員 

  判決を見ないと分からないのでしょうが，ただ，今おっしゃっている中で，例

えば消費者被害が起こるようなある種の詐欺的手法が行われて，その被害者がた

くさんいる，全国にたくさんいる。同じような被害者と言われている人が，そう

いうことの解決のために民事訴訟法では，委員長，何か手だてが用意されている

んでしょうか。 

◆大規模訴訟・選定当事者制度について 

委員長 
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  事件の大きさにもよりますけど，大規模な訴訟と言われてるものについては，

特別なルールがあります。そうではなくて，同じ被害者がいますとなったら，一

般的には全員で訴えを提起するというのが原則にはなります。やはり当事者，自

分の権利追及を自分が原告となってするというのが筋ですが，でも誰かに任せた

いということがどうしてもあり得ますよね。そういうとき，法律上は，これも専

門用語ですが，選定当事者という制度がありまして，私も同じ被害を受けてます

と。この被害者の集団というか，団体，集まりによって，ある人に同じ被害を受

けていたある人が訴えを提起すると言っているから，その人の訴訟について，そ

の人の請求だけではなくて，私の請求もその人にお願いしたいという形をとられ

る場合は，その制度を使えば可能です。ただ，自分の例えば損害賠償で１４０万

円なら１４０万円の損害を受けましたという請求について，当事者，すなわち原

告にはならないんだけれども，その請求についてほかの原告となってる被害者の

方に自分の権利を託して，勝てば自分の権利の救済も図っていただくことができ

るというのは，手続的にはありますが，実際どれだけ行われているかは，ちょっ

と私は見当がつかないです。 

Ｂ委員 

  委員長にちょっと御説明いただきたい。先ほど公開の原則は民事訴訟ではむし

ろ制限する方向だと。その例として知的財産の関係の事件，知的財産に限って言

えば何となく理解できるんですけれども，一般的な事件でそういう動きがあるの

かどうかというのを知りたいんですが。 

委員長 

  一般的な通常の事件ですと，やはり憲法の改正がない限り，裁判の公開は民事

裁判にも及ぶという建前というか，重要な原則ですので，一般の事件は公開を制

限するという方向には行ってません。 

Ｂ委員 

  学者の方の間でも，そういう動きはないということでよろしいですかね。 
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委員長 

 そういうことを言ってらっしゃる方は数名はいらっしゃるかもしれませんが，

大きな流れには今のところなっておりません。できるだけ事件の態様に応じて，

当事者の意向に応じた形で柔軟な形の手続を組めたらいいなという形の方向には

なっていますから，一般的にも公開なんか重要じゃないんだという流れにはなっ

ておりません。 

Ａ委員 

  さっき民事訴訟法改正のときの議論を少し言いましたが，あのとき人事訴訟と

いう概念がなかったもんですから，離婚事件等について同じでなきゃいけないの

かという議論を一生懸命やったように思います。人事訴訟は，委員長が説明され

たように公序良俗のところにひっかけやすいので，少し別の手続をつくってもい

いんじゃないかというようなところで解決をしたということではないですかね。 

Ｇ委員 

 先ほど来民事の公開について，日本は，レアケースであると。先ほど何か日本

とベルギーだけと言われましたが。 

Ａ委員 

  憲法上，刑事，民事を問わず公開と明文で規定されてるところは，ということ

です。かなりうろ覚えですが。 

Ｇ委員 

  これは変な話ですけど，明治の憲法のときはどうだったかということが分かっ

たら知りたいのと，ベルギーで公開してる民事の在り方というのは，日本的なフ

ァジーな感じなのかどうかということがもし分かれば教えてください。 

委員長 

  明治憲法とベルギー憲法については，すぐには分かりませんが，やはり憲法８

２条に裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うとあって，その裁判には民事も刑

事も含まれると一応解釈されています。ただ，厳密に言うといろんな考え方があ
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るでしょうけれども，憲法が想定していたのはやはり刑事裁判なんですね。被告

人としては，非公開の場で行われて，まさに人権が剥奪されてしまうような暗黒

的な裁判になってはけしからん，公の場でやるべきだという形で設けられたのが

本当だったんでしょうが，裁判手続としては，民事もそうだろうという形で民事

も適用されてます。明治憲法は，はっきりしたことは分かりませんが，もしかし

たら違ったのかもしれません。 

Ａ委員 

  私はむしろ民事手続の公開というのは，これは憲法上の要請ではなく手続法上

の要請だと思うんです。先ほどＪ委員もおっしゃってましたが，裁判員裁判とい

うものができると，途端に分かる裁判にしないといけないという要請が働くんで

すね。それは公開の問題ではなくて，判断権者に国民が入るからです。判断権者

に国民が入るということは，大量の文書，大量の書物，文字になったものを判断

権者に読ませることが可能かという問題が手続的に出てきます。そうすると，ど

うしても証人を呼んだり，つまり口頭主義，最初に委員長がおっしゃったように，

口頭主義で法廷を運用していかなければ，そもそも判決が出ないということにな

るような気がします。 

 それで，ここからは私の勝手な解釈で，裏付けは何もありませんが，アメリカ

では民事裁判でも陪審員制度を取っているんです。民事裁判を起こした人が陪審

員に裁いてもらいたいか，職業裁判官に裁いてもらいたいかという選択権がある

んです。陪審員裁判を前提にしますと，ものすごく口頭主義になります。それは

日本の刑事の裁判員裁判と同じなんです。つまり，直接法廷でずっと陪審員に向

かって語りかけて，証人もたくさん採用して聞いてもらうということです。 

  前回の委員会でも出ましたが，テレビなんかでやっている陪審員裁判は，民事，

刑事問わず，証人は裁判官の横にいる陪審員に向けてしゃべってるんですよね。

そういう全てが陪審員に向かって行われる手続は多分必然的に口頭主義になりま

す。そういうことで，公開というのは憲法上の要請ではなく手続法上の要請だと



- 32 -

思うんです。 

  ただ，それは日本でも仮に民事でも裁判員裁判を導入することになると，それ

は先ほど委員長がおっしゃってた法の建前とある種現実の問題をうまく利便的に

説明するというだけでは済まなくなると思うんです。 

 １００ページも２００ページもあるような訴状を法廷でずっと読んだら，裁判

員が理解してくれるかといえば，そんなことはないと思います。それはもう少し

コンパクトにして，我々の訴えたいことはこうです，それで相手方も，我々はこ

れにこう反論するという実際の口頭主義を守らないと，恐らく裁判ができない。

だから，公開という問題は，判断権者が誰だという問題とかなり結び付いてるよ

うな気もします。 

                               以 上 
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（別紙第４） 

《次回のテーマについて》 

委員長 

  次回のテーマについて，このようなテーマを扱ったらいいのではないかという

 御意見がありましたら，御自由に提示していただけたらと思います。 

（特に意見なし） 

Ａ委員 

  裁判所のほうで考えていたのは，積み残しになってる窓口業務について皆さん

 に見ていただいて，御意見，御感想をお伺いするというのが一つあります。 

  それから，これは報道もされていますように，裁判員制度が３年経って見直し

期間が来たということと，検証報告というのを最高裁判所が出しました。施行何

年という節目にはなったので，もしも御興味があれば，裁判員裁判についてとい

うのが一つあります。 

  それから，もう一つ，これも最近よく報道されるんですが，法曹養成という問

題があります。ロースクールだとか，あるいは弁護士さんの数だとか，もちろん

裁判所の委員会ですので，メインテーマは若い裁判官たちをどういうふうに育成

してるのかということですが，その前段階の問題として，若い裁判官たちの給源

としての法曹はどういうふうに養成されてるのかというところも含めてというこ

とにはなるのかもしれません。裁判所のほうが考えてるのはその３つがあります。 

委員長 

  民事窓口の受付対応というテーマと裁判員裁判についてと法曹養成という３つ

テーマを提示していただきましたが，何か御意見等，その３つのテーマについて

ございますか。 

Ｂ委員 

  今の３つを次回に全部やるのですか。それとも，どれか一つをするのですか。 

Ａ委員 
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  順番でもいいんですけど。 

Ｂ委員 

  分かりやすいのは，受付窓口の問題かなと思います。あと法曹養成は弁護士会

 にとってもちょっと興味深いなとは思っています。ただ，事前の資料とか，よく

 理解していただかないとなかなか難しいのかなとは思います。 

委員長 

  ほかの委員の方，今の３つのテーマの中で，特に興味深いというのがあって，

 是非ここはというのがございましたら。 

Ｂ委員 

  裁判官の育成で困っているとか，そういう何か問題があるんでしょうか。 

Ａ委員 

  いやいや，一般的に法曹養成の問題がもめていますから。それと司法制度改革

 以来，少なくとも我々が裁判所の中に入ってきて経験してきたこととは違う仕組

 みがとられてます。弁護士会に行かせていただいたり，つまり若い裁判官の育て

 方が変わりましたので，そこは変わったところは皆さんどうでしょうかという，

 そういうことになると思います。 

Ｄ委員 

  私は簡単に窓口ですかね。 

委員長 

  今までアクセスということで，傍聴，民事，刑事という流れで来ました。流れ

としても民事窓口ということがあって，テーマの流れとしては，アクセスの締め

と言うと語弊がありますけど，一番，まさにアクセスというテーマになりますの

で，民事窓口の受付対応をめぐるテーマということでいかがでしょうか。 

                        （一同了承） 

委員長 

  それでは，「民事窓口の受付対応について」というテーマで，次回地方裁判所
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 委員会を開かせていただきます。 

以 上 
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